
富里市若者プロジェクト支援補助金交付要綱 

 

（令和４年４月１日告示第７６号） 

 

改正  令和５年３月１４日告示第３０号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、第２次富里市協働のまちづくり推進計画(改訂版)の実行

計画に基づき、若者が地域課題の解決及び持続可能な開発目標（以下「ＳＤ

Ｇｓ」という。）の達成に向けて、自らがまちづくりに参加し、地域課題の

解決方法を検討し、課題解決に至る事業を立案して実施する富里市若者プロ

ジェクトチームを経験した若者が中心となって、富里市が持続可能で住み良

いまちへつながる活動に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することに

関し、富里市補助金等交付規則（平成１９年規則第１０号。以下「規則」と

いう。）及びこの要綱に基づき、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象団体） 

第２条 補助の対象となる団体（以下「補助対象団体」という。）は、次の各

号のいずれにも該当する団体とする。 

（１） 富里市若者プロジェクトチームの構成員であった者が、１人以上いる団

体 

（２） 第４条に規定する事業を年１回以上実施している団体又は実施予定の団

体 

（３） 定款、規約、会則その他の組織の運営に関する定めを有している団体又

は有していることが見込まれる団体 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体は、補助の対象としない。 

 （１） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力

団」という。）又は暴力団若しくはその構成員（暴力団の構成団体の構

成員又はその構成員でなくなった日から５年を経過しない者を含む。）

の統制下にある団体 

 （２） 次のいずれかに該当する行為（イ又はウに該当する行為であって、法令

上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。）

をした者（継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認めら

れる者を除く。）がいる団体 

ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える



目的で、情を知って、法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴

力団員」という。）又は暴力団を利用する行為 

イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団員等が指定する者の対して行う、

金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行

為 

ウ 市の事務又は事務に関し、請負契約、物品を購入する契約その他契

約の相手方（法人その他の団体にあっては、その役員等）が暴力団員

であることを知りながら、当該契約を締結する行為 

（３） 暴力団又は暴力団員と社会的非難されるべき関係者を有している者が

いる団体 

（４） 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法

律第１４７号）第５条及び第８条に規定する処分を受けている団体又は

その構成員の統制下にある団体 

（５） 営利を目的とする団体 

（暴力団密接関係者） 

第３条 規則第２０条第１項第３号の市長が定める者は、前条第２項第２号又

は３号に該当する者（補助事業を行う者が法人その他団体である場合に

あっては、その役員等が同項各号のいずれかに該当する法人その他の団

体）とする。 

（補助対象事業） 

第４条 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、自ら地

域課題を見つけ、地域課題の解決及びＳＤＧｓの目標達成に向けて取り組む

事業とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助の対象としない。 

（１） 法令等に違反する事業 

（２） 特定の個人や団体のみが営利を受ける事業 

（３） 営利及び売名等を目的とする事業 

（４） 政治、宗教又は選挙活動に関する事業 

（５） 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある事業 

（６） 本市の他の補助制度の適用を受けている事業又は受けようとしている

事業 

（補助対象経費、補助金額等） 

第５条 補助対象経費、補助金額等は、別表のとおりとする。 

 （交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、富



里市若者プロジェクト支援補助金交付申請書（別記第１号様式）に次に掲げ

る書類を添えて、補助対象事業を着手する前に、市長に提出しなければなら

ない。 

（１） 団体概要書 

（２） 事業計画書 

（３） 収支予算書 

（４） 前年度決算書 

（５） 定款等が記載されている書類の写し 

（６） その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず、当該補助対象事業が４月に行われる場合又は市

長が特別の事情があると認める場合は、補助事業等の着手後においても補助

金の交付の申請を行うことができる。 

３ 前項の規定により申請する場合は、補助金の交付の申請は、当該補助事業

の着手日の翌日から起算して３０日以内に行わなければならない。ただし、

市長が認めるときは、この限りでない。 

（交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

補助金の交付の可否を決定し、富里市若者プロジェクト支援補助金交付決

定・却下通知書（別記第２号様式）により申請者に通知するものとする。 

（交付の条件） 

第８条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合においては、

次に掲げる条件を付するものとする。 

（１） 補助対象事業の内容を変更し、又は補助対象事業を中止若しくは廃止を

するときは、市長の承認を受けること（市長が軽微な変更と認める場合

を除く。）。 

（２） 補助対象事業の継続が困難となったときは、速やかにその理由及び執行

状況を市長に報告し、その指示を受けること。 

（３） 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入

及び支出についての証拠書類を整備し、当該帳簿及び証拠書類を補助対

象事業の完了後５年間保管すること。 

（４） その他市長が必要と認める条件 

（補助対象事業の変更等） 

第９条 第７条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助団体」

という。）は、当該交付決定に係る補助対象事業の内容を変更し、中止し、

又は廃止しようとするときは、速やかに富里市若者プロジェクト支援補助事



業変更・中止（廃止）承認申請書（別記第３号様式）に必要な書類を添えて、

市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、承

認の可否を決定し、富里市若者プロジェクト支援補助事業変更・中止（廃止）

承認（不承認）決定通知書（別記第４号様式）により、当該補助団体に通知

するものとする。 

（状況報告等） 

第１０条 市長は、必要があると求めるときは、補助団体から補助対象事業の遂

行状況について報告を求め、必要な助言又は指導を行うことができる。 

 （実績報告） 

第１１条 補助団体は、補助対象事業が完了した日から起算して３０日を経過し

た日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の３月３１日のいずれか

早い日までに、富里市若者プロジェクト支援補助金実績報告書（別記第５号

様式）に次ぎに掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（１） 事業実績書 

（２） 収支決算書 

（３） 領収書の写し 

（４） 実施状況が分かる成果物等 

（５） その他市長が必要と認める書類 

（交付額の確定） 

第１２条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合は、速やかに内容を

審査し、適正と認めた場合は、補助金の額を確定し、富里市若者プロジェク

ト支援補助金交付額確定通知書（別記第６号様式）により、補助団体に通知

するものとする。 

（補助金の交付請求） 

第１３条 前条の規定による通知を受けた補助団体は、補助金の交付を請求しよ

うとするときは、富里市若者プロジェクト支援補助金交付請求書（別記第７

号様式）を市長に提出しなければならない。 

 （概算払） 

第１４条 補助団体は、補助金の概算払を受けようとするときは、富里市若者プ

ロジェクト支援補助金概算払交付請求書（別記第８号様式）を市長に提出し

なければならない。 

（補助金の交付） 

第１５条 市長は、第１３条又は前条の規定による請求を受けたときは、速やか

に補助金を交付するものとする。 



 （交付決定の取消し等） 

第１６条 市長は、補助団体が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の

決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

（２） 補助金を第５条に規定する経費以外の目的のために使用したとき。 

（３） 交付決定の際に付した条件に従わなかったとき。 

（４） その他市長が補助することが不適当と認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により決定を取り消したときは、速やかに補助団体に

富里市若者プロジェクト支援補助金交付決定取消通知書（別記第９号様式）

により通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第１７条 市長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、期限を定めて補助

金の返還を命ずるものとする。 

（１） 第１２条の規定により補助団体にすべき補助金の額を確定した場合に

おいて、既にその額を超える補助金が交付されているとき。 

（２） 前条の規定により補助金の交付決定の全額又は一部を取り消した場合

において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されていると

き。 

（補則） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公示の日から施行する。 

（失効）  

２ この告示は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。 

附 則（令和５年３月１４日告示第３０号） 

この告示は、公示の日から施行する。ただし、第３４条の規定は、令和５年

４月１日から施行する。 

  



別表（第５条関係） 

 補助対象経費及び補助金額等 

項目 内容 補助金額 

報償費 講師等に対する謝礼金 補助対象経費の総額

から事業収入を差し

引いた額とし、１団

体につき５万円を上

限とする。ただし、

1,000円未満の端数

を生じたときは、こ

れを切り捨てた額と

する。 

旅費 講師等に対する旅費、事業に従事す

る者の旅費（費用弁償を除く。） 

消耗品費 消耗品費購入 

燃料費 器材などに要するガソリン、暖房器

具の燃料等 

食糧費 弁当、飲料代等 

印刷製本費 チラシ、ポスター等の印刷製本費 

通信運搬費 切手、はがき代、郵便料金、送料等 

保険料 保険料（事業実施の各種保険料） 

手数料 振込手数料、保険所等の検査料等 

使用料及び賃

借料 

会場等の使用料、レンタル料等（敷

金、礼金、保証金等を除く。） 

備品購入費 備品購入費（25,000円を限度とす

る。） 

市長が必要と

認める経費 

その他市長が必要と認める経費 

 備考 補助金の交付は、１団体につき１回限りとする。 

  



別記 

第１号様式（第６条関係） 

 

  年  月  日  

 

富里市長          様 

 

  

申請者 住 所 

団 体 名 

代表者氏名              ㊞ 

 

富里市若者プロジェクト支援補助金交付申請書 

 
 富里市若者プロジェクト支援補助金の交付を受けたいので、富里市若者プロジェ
クト支援補助金交付要綱第６条の規定により、次のとおり申請します。 
 

１ 補 助 年 度 年度 

２ 補助対象事業の名称  

３ 補助対象事業の目的 

 

 

 

４ 補助対象事業の実施

予定期間 

着手     年   月   日 

完了     年   月   日 

５ 補 助 対 象 経 費   円 

６ 補助金の交付申請額   円 

７ 概算払の交付請求の 

有無 

□ 有       □ 無 

※有の場合は、資金計画書を添付してください。 

 有の場合 

概算払を受けたい時期及び金額 

月 月 月 月 

円 円 円 円 

概算払を受けようとする理由 

 

８ 添 付 書 類 

 (添付する書類の□欄をチェッ

ク(☑)してください。) 

□団体概要書（別紙１） 

□事業計画書（別紙２） 

□収支予算書（別紙３） 

□前年度決算書 

□その他（定款等      ） 



（別紙１） 

 

 団 体 概 要 書 

団  体  名  

代 表 者 名  

代表者の住所  

代表者の連絡先 
電 話 

E-mail 

設立年月日 

（予定年月日） 
 

活 動 拠 点  

年間活動回数  

活 動 内 容 

 

会 員 数 

（予定数） 
 

役 職 名 氏  名 住  所 

事業責任者 
 

連絡先   （    ） 

会計責任者 
 

連絡先   （    ） 

（備考） 

名簿を添付してください。 

 

 

 

  



（別紙２） 

 

事 業 計 画 書 

 

事 業 の 名 称 

 

 

 

 

事 業 の 目 的 

※別紙添付可 

 

 

主 な 対 象 者 
 

 

事業実施期間 
 

 

事業実施場所 
 

事 業 の 概 要 

※別紙添付可 

 

 

 

  



（別紙３） 

 

収 支 予 算 書 

 

収入の部                           （単位：円） 

項目 金額 内容・積算 

   

   

   

   

合   計   

 

支出の部                           （単位：円） 

項目 

金額 

補助充当内容・積算 
予算 

うち補助 

対象外経費 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

合  計    



第２号様式（第７条関係） 

 

指令第     号  

  年  月  日  

 

団体名 

代表者氏名          様 

 

富里市長          印   

 

 

富里市若者プロジェクト支援補助金交付決定・却下通知書 

    年  月  日付けで申請のあった富里市若者プロジェクト支援補助金の

交付について、次のとおり交付決定・却下したので、富里市若者プロジェクト支援

補助金交付要綱第７条の規定により通知します。 

１ 補 助 年 度 年度 

２ 補助対象事業の名称  

３ 補 助 対 象 経 費            円 

４ 補 助 金 の 交 付 額            円 

５ 概算払による交付 □ 有       □ 無 

 有の場合 

概算払を受けたい時期及び金額 

月 月 月 月 

円 円 円 円 

６ 交 付 条 件 

(1) 補助対象事業の内容を変更又は補助対象事業を中止若しくは廃止をするとき

は、市長の承認を受けること（市長が軽微な変更と認める場合を除く。）。 

(2) 補助対象事業の継続が困難となったときは、速やかにその理由及び執行状況

を市長に報告し、その指示を受けること。 

(3) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び

支出についての証拠書類を整備し、当該帳簿及び証拠書類を補助対象事業の完

了後５年間保管すること。 

(4) その他市長が必要と認める条件 

７ 却 下 の 理 由  

備考 概算払により交付を受けようとするときは、富里市若者プロジェクト支援補助金交付要綱第１４条

に規定する富里市若者プロジェクト支援補助金概算払交付請求書を市長に提出してください。 

  



第３号様式（第９条関係） 

 

  年  月  日  

 

富里市長          様 

 

申請者 住 所 

団 体 名 

代表者氏名             ㊞ 

 

富里市若者プロジェクト支援補助事業変更・中止（廃止）承認申請書 

 

    年  月  日付け指令第   号をもって富里市若者プロジェクト支援

補助金の交付の決定を受けた補助事業を変更・中止（廃止）したいので、富里市若

者プロジェクト支援補助金交付要綱第９条第１項の規定により、次のとおり申請し

ます。 

１ 補 助 年 度 年度 

２ 補助対象事業の名称  

３ 交 付 決 定 額 円 

４ 既 交 付 済 額 円 

５ 補助金等交付申請額 

  の変更 

□ あり 

（変更後の補助金等交付申請額        円） 

□ なし 

６ 変更又は中止（廃止） 

の理由 
 

７ 変更又は中止（廃止） 

  の年月日 
年  月  日 

８ 添 付 書 類  



第４号様式（第９条関係） 

 指令第      号  

年   月   日  

 

団体名 

代表者氏名          様 

 

富里市長          印   

 

富里市若者プロジェクト支援補助事業変更・中止（廃止）承認（不承認） 

決定通知書 

 

    年  月  日付けで申請のあった富里市若者プロジェクト支援補助事業

変更・中止（廃止）については下記のとおり決定しましたので、富里市若者プロジ

ェクト支援補助金交付要綱第９条第２項の規定により、通知します。 

 

記 

 

１ 承認 

 変更前の交付決定金額         円 

 変更後の交付決定金額         円 

 変更内容： 

 

 

 変更・中止(廃止)後の概算払による交付額 

交付時期 既交付済額 月 月 月 月 

交付金額 円 円 円 円 円 

※ 概算払により交付を受けようとするときは、富里市若者プロジェクト支援補助

金交付要綱第１４条に規定する富里市若者プロジェクト支援補助金概算払請求

書を市長に提出してください。 

 

２ 不承認 

 理由 

 

 



第５号様式（第１１条関係） 

 

  年  月  日  

 

富里市長          様 

 

住 所 

住   所 

団 体 名 

代表者氏名              ㊞ 

 

富里市若者プロジェクト支援補助金実績報告書 

 

   年  月  日付け指令第   号をもって交付決定を受けた富里市若者プ

ロジェクト支援補助金に係る補助事業が完了したので、富里市若者プロジェクト支

援補助金交付要綱第１１条の規定により、次のとおり関係書類を添えて報告します。 

１ 補 助 年 度  

２ 補助対象事業の名称  

３ 補助対象事業の実施

期間 

着手     年  月  日 

完了     年  月  日 

４ 補助金の交付決定額   円 

５ 補助対象事業等の成果   

６ 添 付 書 類 

(添付する書類の□欄をチェ

ック(☑)してください。) 

□事業実績書（別紙１） 

□収支決算書（別紙２） 

□領収書の写し 

□実施状況が分かる成果物等 

（写真、報告書、チラシ、掲載記事、アンケート等） 

□その他 

 



（別紙１） 

事 業 実 績 書 

事 業 の 名 称 

 

 

 

事 業 の 目 的 

※別紙添付可 

 

 

 

 

 

事 業 の 概 要  

事 業 の 実 施 状 況 

※別紙添付可 

 

 

備 考  

 



（別紙２） 

収 支 決 算 書 

 

収入の部                           （単位：円） 

項目 金額 内容・積算 

   

   

   

   

合   計   

 

支出の部                           （単位：円） 

項目 

金  額 

補助充当内容・積算 
決算 

うち補助 

対象外経費 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

合  計    

  



第６号様式（第１２条関係） 

 

達第     号  

  年  月  日  

 

団体名 

代表者氏名          様 

       

富里市長          印   

 

 

富里市若者プロジェクト支援補助金交付額確定通知書 

 

    年  月  日付けで提出のあった富里市若者プロジェクト支援補助金実

績報告書について、富里市若者プロジェクト支援補助金交付要綱第１２条の規定に

基づき審査した結果、次のとおり補助金の額を確定したので通知します。 

１ 交 付 決 定 年 月 日 年  月  日 

２ 補 助 年 度 年度 

３ 補助対象事業の名称  

４ 補助金の交付決定額                   円 

５ 補助金の交付確定額 円 

 



第７号様式（第１３条関係） 

年  月  日  

 

富里市長          様 

 

住   所 

団 体 名 

代表者氏名              ㊞ 

 

富里市若者プロジェクト支援補助金交付請求書 

 

富里市若者プロジェクト支援補助金交付要綱第１３条の規定により、次のとおり

請求します。 

 

補 助 年 度  

補 助 対 象 事 業 の 名 称  

交 付 確 定 額 ①  

既 交 付 済 額 ② 

年  月  日      円 

年  月  日      円 

年  月  日      円 

  計          円 

交 付 請 求 額 ① － ②              円 

注１ 既交付済額②には、概算払を行った場合、交付年月日及び交付金額を記入すること。 

２ この様式には、富里市若者プロジェクト支援補助金交付額確定通知書の写しを添付するこ

と。 

 

【補助金の振込先】 

金 融 機 関 名  

口 座 種 別  

口 座 番 号  

(フ  リ  ガ  ナ ) 

口 座 名 義 人 
 



第８号様式（第１４条関係） 

  年  月  日  

 

富里市長          様 

 

住   所 

団 体 名 

代表者氏名              ㊞ 

 

富里市若者プロジェクト支援補助金概算払交付請求書 

 

年  月  日付け指令第   号をもって補助金の交付の決定を受け

た補助事業について、概算払を受けたいので、富里市若者プロジェクト支援補助金

交付要綱第１４条の規定により請求します。 

補 助 対 象 事 業 の 名 称  

補助金等交付決定 額  ①              円 

既 交 付 済 額 ② 

年  月  日      円 

年  月  日      円 

年  月  日      円 

  計          円 

今 回 請 求 額 ③              円 

補助金等交付決定額との差額   

①－②－③ 
             円 

注 既交付済額には、既に概算払を行っている場合、その交付年月日及び交付金額を記入して

ください。 

 

【補助金等の振込先】 

金 融 機 関 名  

口 座 種 別  

口 座 番 号  

（フ リ ガ ナ） 

口 座 名 義 人 
 

 

 



第９号様式（第１６条関係） 

達第     号  

年  月  日  

 

富里市若者プロジェクト支援補助金交付決定取消通知書 

 

団体名  

代表者氏名          様 

 

富里市長          印   

 

 

     年  月  日付け指令第 号により通知した富里市若者プロジェクト

支援補助金交付決定額の全部（一部）を次のとおり取り消したので、富里市若者プ

ロジェクト支援補助金交付要綱第１６条第２項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 交付決定額     金          円 

 

２ 取消額       金          円 

 

３ 取消後の交付額   金          円 

 

４ 取消理由 

 

 


